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０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可決鶴ヶ島市空き家の適正な管理に関する条例につ
いて

議・議案
第２号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可と
決す

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求め
ることについて（ 内  田  広  行 氏）

うち だ ひろ ゆき
諮問
第２号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可決鶴ヶ島市重度心身障害者医療費助成金に関する
条例の一部を改正する条例について第３５号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○可決鶴ヶ島市保育の必要性の認定に係る保護者の労
働時間を定める条例について第３６号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○可決鶴ヶ島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例について第３７号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可決鶴ヶ島市放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準を定める条例について第３８号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可決広域静苑組合を組織する地方公共団体の数の増
加及び同組合の規約の変更について第３９号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○可決平成２６年度鶴ヶ島市一般会計補正予算（第４号）
について第４０号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○可決平成２６年度鶴ヶ島市介護保険特別会計補正予算
（第１号）について第４１号

３１４○×××○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市一般会計歳入歳出決算の認
定について第４２号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市国民健康保険特別会計歳入
歳出決算の認定について第４３号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算の認定について第４４号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市介護保険特別会計歳入歳出
決算の認定について第４５号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市坂戸都市計画事業一本松土地区
画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について第４６号

０１７○○○○○○○○○○○○○○議長○○○認定に
決す

平成２５年度鶴ヶ島市坂戸都市計画事業若葉駅西口土地
区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について第４７号

２１５○○××○○○○○○○○○○議長○○○同意に
決す教育委員会委員の任命について（ 浅  子  藤  郎 氏）
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鶴
ヶ
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市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

埼
玉
県
の
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

支
給
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
改
正
に

合
わ
せ
て
、
支
給
の
対
象
者
に
重
度
の

精
神
障
害
者
を
加
え
る
も
の
。

�
　

歳
以
上
の
方
を
対
象
外
と
す
る

６５理
由
は
。

�

障
害
者
福
祉
課
長　
　

歳
以
上
で

６５

重
度
の
障
害
者
に
な
る
と
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
り
、
医

療
費
の
一
部
負
担
金
が
１
割
で
済
む
た

め
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
係

る
保
護
者
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労
働
時
間
を
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め
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例
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い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
に

よ
る
新
た
な
保
育
の
必
要
性
の
認
定
を

行
う
の
に
必
要
な
保
護
者
の
労
働
時
間

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
。

�

保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
係
る
保

護
者
の
労
働
時
間
は
、
ど
の
よ
う

に
算
定
し
た
も
の
な
の
か
。

�

こ
ど
も
支
援
課
主
席
主
幹　

こ
れ

ま
で
の
市
の
保
育
所
入
所
基
準
と

同
じ
月　

時
間
と
す
る
も
の
で
、
１
日

６４

の
勤
務
時
間
を
４
時
間
、
そ
れ
を
週
４

日
で
１
か
月
当
た
り　

時
間
と
定
め 

６４

る
。

議案第３５号ＱＡ議案第３６号ＱＡ
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祉
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改
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庭
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保
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事
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小
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の
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備
及
び
運
営
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す
る
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を
定
め

る
も
の
。

�

市
の
独
自
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基
準
が
あ
る
か
。
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こ
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も
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主
席
主
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独
自

の
基
準
と
し
て
、
家
庭
的
保
育
事

業
者
等
の
役
員
と
職
員
か
ら
の
暴
力
団

員
の
排
除
規
定
、
非
常
災
害
時
に
お
け

る
関
係
機
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へ
の
通
報
体
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と
連
携
体

制
の
整
備
と
食
料
等
の
備
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に
関
す
る

規
定
を
設
け
た
。

　

ま
た
、
家
庭
的
保
育
事
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、
小
規
模

保
育
事
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、
事
業
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内
保
育
事
業
に
お

け
る
保
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を
行
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１
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と
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。
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児
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福
祉
法
の
改
正
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伴
い
、
放
課

後
児
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全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
。
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童
保
育
の
利
用
状
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で

の
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は
。
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４
月
１
日
現

在
で
７
５
１
人
が
利
用
し
、
全
児

童
の　

・
１
㌫
で
あ
る
。
今
ま
で
、
国

１９

や
県
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
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添
っ
て
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営

し
て
き
た
。
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